
（別記） 

７年度知内町地域農業再生協議会水田収益力強化ビジョン 

 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  

当該地域は、全耕地面積に占める水田面積は６８％であり、水稲にニラ、トマト、ほう
れん草等の施設野菜を組み合わせた複合経営を主体に農業振興を図っており、特にニラに
ついては全道最大の産地となっている。水田における大豆等土地利用型農業については、
生産性・品質性でまだ排水対策等の解決すべき課題がある。施設野菜等では畑地化支援が
進み対象水田の減少が見込まれる。また農家の高齢化が進んでおり、農家戸数の減少がみ
られる中で、水田面積の維持が課題となってくる。そこで農地集積を図り作業の効率化、
低コスト化を推進していかなければならない。 
 主食用米の需要が減少する中で、非主食用米の作付や他の作物に転換を促進すること
で、水田面積の維持を図っていく必要がある。 
 
２ 高収益作物の導入や転換作物等の付加価値の向上等による収益力 

強化に向けた産地としての取組方針・目標 
 
町内の約８５７ha（不作付地を含む）の交付対象水田について、適期適作を基本とし

て、産地交付金を有効に活用しながら、団地化の推進をすることにより生産コストの低減
を目指す。 

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  

主食用米の需要と供給の急増に伴い、生産の目安を遵守した水田の有効利用が求められ
ている。当地区においては、水田の有効利用を最大化し、主食用米の生産だけでなく、地
域全体の経済発展と持続可能性を追求し、農地の排水性の改善や集積等に計画的に取り組
むためにも地域における効率的な土地利用にも配慮しつつ、畑地化を推進する。 
また、当協議会についてはいつでも水田に復田可能な圃場を対象にしている。希望があ

った場合については、各関係機関等と協議した上で推進していく。 
当該地域は国の政策に合わせ転作作物を推進していたため転作田を水田にするためには

５年間のブロックローテーションを基本とし１年間水稲作付を行う。 
 

４ 作物ごとの取組方針等  

 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地として、地域計画に位置付けられた地域の

担い手への農地の集積、集約化を進める。転換を進めるにあたっては、将来にわたって連

作障害を回避し、安定した収量を確保できるよう田畑輪換やブロックローテーションの構

築を進める。なお、産地づくりに向けた体制構築支援を活用し、水田の利用状況の確認の

結果、水稲作付を行わないで畑作物が栽培され、経営が効率化されている事案について

は、積極的に畑地化支援の活用を働きかける。 

 

（１）主食用米 

 需給動向を注視しながら、生産の目安を遵守し、水稲作付面積の維持・拡大を目指

した生産を行う。 

 

（２）備蓄米 

 需給動向を注視しながら、生産の目安を遵守し、水稲作付面積の維持・拡大を目指

した生産を行う。 

 

（３）非主食用米 

 

  ア 飼料用米 



需給動向を注視しながら、生産の目安を遵守し、水稲作付面積の維持・拡大を目

指した生産を行う。 

 

  イ 米粉用米 

需給動向を注視しながら、生産の目安を遵守し、水稲作付面積の維持・拡大を目

指した生産を行う。 

 

  ウ 新市場開拓用米 

需給動向を注視しながら、生産の目安を遵守し、水稲作付面積の維持・拡大を目

指した生産を行う。 

 

  エ WCS 用稲 

需給動向を注視しながら、生産の目安を遵守し、水稲作付面積の維持・拡大を目

指した生産を行う。 

 

  オ 加工用米 

需給動向を注視しながら、生産の目安を遵守し、水稲作付面積の維持・拡大を目

指した生産を行う。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

麦・大豆においては品質向上に向け、排水対策の実施や連作障害回避のため輪作体

系にもとづいて作付を行っていく。今後は輪作体系確立圃場では、作業の効率化・低

コスト化を図るため作物の団地化を推進していく。 

 飼料作物については、収量増加及び耕畜連携等の取組により安定した生産・供給を

図る。 

 

（５）そば、なたね 

そばにおいては大豆・小麦同様、品質向上に向け排水対策の実施や連作障害の回 

避のため輪作体系にもとづいて作付を行っている。こちらも今後は輪作体系確立圃場

では、作業効率化を図るため作物の団地化を推進していく。 

 

（６）地力増進作物（クリムソンクローバー、ヘイオーツ、緑肥用ひまわり） 

畑作物の品質向上に向け排水対策の実施や連作障害回避のため輪作体系にもとづい

ての作付を行っている。また病害虫対策や土づくりとして取り組むことで収量の向上

が見込まれる。こちらも輪作体系確立圃場では、作業効率化を図るため作物の団地化

を推進していく。 

 

（７）高収益作物 

「ニラ」、「ほうれん草」、「トマト」、「みつば」、「うど」、「とうもろこし」、「大

根」、「かぶ」、「かぼちゃ」、「馬鈴薯（生食用）」「子実用とうもろこし」を地域の振興

作物としてとして推進する。 

また、「ニラ」、「ほうれん草」、「トマト」、「うど」については主要作物として位置

づけ、高品質や農産物の安心・安全の取組を推進し、産地力の強化を図る。 

 

（８）子実用とうもろこし 

子実とうもろこしにおいては品質向上に向け、排水対策の実施や連作障害回避の 

ため輪作体系にもとづいて作付を行っていく。今後は輪作体系確立圃場では、作業の

効率化・低コスト化を図るため作物の団地化を推進していく。 



 

５ 作物ごとの作付予定面積等 ～ ８ 産地交付金の活用方法の明細  

別紙のとおり 
 

 ※ 農業再生協議会の構成員一覧（会員名簿）を添付してください。 



別紙

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）

うち
二毛作

うち
二毛作

うち
二毛作

335.9 350.3 335

20.5 33.4 30

4

9.1 4 10

51.4 50 40

28.0 28.3 25

15.3 15 15

81.8 75 80

178.3 173 155

・子実用とうもろこし 84.1 80 55

60.1 55 70

2.3 3.0 10

3.9 3.8 8

・野菜 3.9 0.9 8

・花き・花木

・果樹

・その他の高収益作物

・○○

14.8 13 35

その他

畑地化

大豆

飼料作物

そば

なたね

地力増進作物

高収益作物

麦

作物等
前年度作付面積等

当年度の
作付予定面積等

令和８年度の
作付目標面積等

主食用米

備蓄米

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

※　必要に応じて、面積に加え、取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定してください。
※　目標期間は３年以内としてください。

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1

2 白大豆

輪作体系確立集積加算

団地化面積（ha）
単収（kg/10a）
作付面積（ha）

7

そば
団地化面積（ha）
単収（kg/10a〉
作付面積（ha）

13

小麦
団地化面積（ha）
単収（kg/10a）
作付面積（ha）

22

非主食用米
団地化面積（ha）
単収（kg/10a）
作付面積（ha）

（６年度）289.4
（６年度）168.1
（６年度）76.2

（８年度）245.0
（８年度）180.0
（８年度）75.0

4

黒大豆
団地化面積（ha）
単収（kg/10a）
作付面積（ha）

（６年度）289.4
（６年度）132.0
（６年度）0.9

（８年度）245.0
（８年度）135.0
（８年度）9.0

5

6

3

（６年度）289.4
（６年度）49.1
（６年度）58.5

（８年度）245.0
（８年度）65.0
（８年度）81.5

8

9

10

地力増進作物（クリムソン
クローバー、ヘイオーツ、

緑肥用ひまわり）

団地化面積（ha）
作付面積（ha）

（６年度）289.4
（６年度）0.8

（８年度）245.0
（８年度）30.0

11

12

（６年度）289.4
（６年度）345.0
（６年度）15.3

（８年度）245.0
（８年度）400.0
（８年度）17.0

14

15

16
土地利用型作物（うど、と
うもろこし、大根、かぶ、

みつば、馬鈴薯（生食
用）、かぼちゃ）

団地化面積（ha）
単収（kg/10a）
作付面積（ha）

（６年度）289.4
（６年度）1678.7
（６年度）2.0

（８年度）245.0
（８年度）780.0
（８年度）9.6

17

18

（６年度）289.4
（６年度）470.0
（６年度）52.5

（８年度）245.0
（８年度）350.0
（８年度）20.0

23

24

19

子実用とうもろこし
団地化面積（ha）
単収（kg/10a）
作付面積（ha）

（６年度）289.4
（６年度）347.6
（６年度）82.4

（８年度）245.0
（８年度）750.0
（８年度）20.0

20

21

（８年度）3.8

26 うど
地域主要作物産地力向

上加算②
作付面積 （６年度）0.2 （８年度）2.8

25 にら、ほうれん草、とまと
地域主要作物産地力向

上加算①
作付面積 （６年度）3.8

（８年度）2.5
（８年度）350.0

28
飼料作物（飼料用米を除

く）、WCS用稲
耕畜連携助成（資源循

環）
耕畜連携取組面積

作付面積
（６年度）92.1
（６年度）287.3

（８年度）82.0
（８年度）350.0

27
飼料作物（WCS用稲、飼料

用米を除く）
耕畜連携助成（水田放

牧）
耕畜連携取組面積

作付面積
（６年度）0.0
（６年度）287.3

（８年度）85.0
（８年度）80.5
（８年度）15.0
（８年度）324.0
（８年度）0.3
（８年度）9.4
（８年度）20.0

（８年度）43,000
（８年度）15,000
（８年度）22,000
（８年度）3,500
（８年度）3,500,000
（８年度）207,200
（８年度）58,000

（８年度）85.0
（８年度）80.5
（８年度）15.0
（８年度）355.0
（８年度）0.3
（８年度）9.6
（８年度）40.0

30
飼料作物（牧草、子実用と
うもろこし、WCS用米、飼

料用米）
飼料作物担い手加算

担い手作付面積割合
単位収量あたりコスト

作付面積

（６年度）95.1
（６年度）475
（６年度）229.6

（８年度）95.0
（８年度）510.0
（８年度）346.5

29

大豆、そば、小麦、施設野
菜（にら、ほうれん草、ト
マト）、飼料作物（WCS用
稲、飼料用米を除く）、土
地利用型作物（うど、とう
もろこし、かぼちゃ、大

根、かぶ、馬鈴薯）、非主
食用米（加工用米、新市場
開拓用米、WCS用米、飼料

用米）

農地集積担い手加算

・担い手の作付面積
（大豆）
（そば）
（小麦）

（飼料作物）
（施設野菜）

（土地利用型作物）
（非主食用米）

・単位面積あたりの販
売金額

（大豆）
（そば）
（小麦）

（飼料作物）
（施設野菜）

（土地利用型作物）
（非主食用米）

・作付面積
（大豆）
（そば）
（小麦）

（飼料作物）
（施設野菜）

（土地利用型作物）
（非主食用米）

（６年度）60.8
（６年度）47.9
（６年度）13.0
（６年度）128.4
（６年度）0.3
（６年度）2.0
（６年度）68.7

（６年度）18,071
（６年度）9,701
（６年度）8,245
（６年度）3,500
（６年度）3,096,407
（６年度）217,528
（６年度）53,226

（６年度）61.1
（６年度）47.9
（６年度）13.0
（６年度）129.7
（６年度）0.3
（６年度）2.0
（６年度）68.7

（８年度）10.0

32 そば そば作付助成 作付面積 （６年度）59.5 （８年度）65.0

31
土地利用型作物（うど、とうも
ろこし、大根、かぶ、みつば、
馬鈴薯（生食用）、かぼちゃ）

地域振興作物助成 作付面積 （６年度）3.0

（８年度）20.0

34
地力増進作物（クリムソンク

ローバー、ヘイオーツ、緑肥用
ひまわり）

地力増進作物支援 作付面積 （６年度）0 （８年度）10.0

33 新市場開拓用米
新市場開拓用米取

組拡大助成
作付面積 （６年度）0



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名： 北海道

協議会名： 知内町農業再生協議会

1 1 32,000

2 1 34,000

3 1 37,000

4 1 31,000

5 1 33,000

6 1 36,000

7 1 15,000

8 1 16,000

9 1 17,000

10 1 26,000

11 1 28,000

12 1 31,000

13 1 13,000

14 1 15,000

15 1 18,000

16 1 14,000

17 1 16,000

18 1 17,000

19 1 16,000

20 1 18,000

21 1 21,000

22 1 16,000

23 1 18,000

24 1 21,000

25 地域主要作物産地力向上加算① 1 35,000 ニラ、トマト、ほうれん草 対象作物の作付

26 地域主要作物産地力向上加算② 1 10,000 ウド 対象作物の作付

27 耕畜連携（水田放牧） 3 13,000 飼料作物（WCS用稲、飼料用米を除く） 対象作物の作付をし耕畜連携に取り組む

28 耕畜連携（資源循環） 3 13,000 飼料作物（飼料用米を除く）、WCS用稲 対象作物の作付をし耕畜連携に取り組む

29 農地集積担い手加算 1 13,000

大豆、そば、小麦、施設野菜（にら、ほうれん
草、トマト）、飼料作物（WCS用稲、飼料用米
を除く）、土地利用型作物（うど、とうもろこ

し、かぼちゃ、大根、かぶ、馬鈴薯）、非主食
用米（加工用米、新市場開拓用米、WCS用

利用権の設定を受けた者及び受けている者・認定農業者
であり対象作物を作付する

30 飼料作物担い手加算 1 7,000
飼料作物（牧草、子実用とうもろこし、WCS用

米、飼料用米）

①除草剤の散布
②適正な肥培管理に基づく適期収穫
③土壌診断結果や指針に基づく適正な施肥
④心土破砕や溝切等の適正な排水対策
⑤草地更新実施

31 地域振興作物助成 1 10,000
土地利用型作物（うど、とうもろこし、大根、
かぶ、みつば、馬鈴薯（生食用）、かぼちゃ）

対象作物の作付

32 そば作付助成 1 20,000 そば
対象作物の作付
サブソイラ等による排水対策を実施すること

33 新市場開拓用米取組拡大助成 1 20,000 新市場開拓用米
対象作物の作付
需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領に定める
新規需要米取組計画の認定を受けること。

34 地力増進作物支援 1 20,000
地力増進作物（クリムソンクローバー、ヘイ

オーツ、緑肥用ひまわり）

対象作物の作付
・地力増進作物は鋤きこみしていること。
 ・作業日誌を提出すること。
 ・前年度及び前々年度の２年間連続で地力増進作物のみ
を作付けしていた農地ではないこと

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してください。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。

輪作体系確立集積加算

白大豆 輪作体系を策定し団地化を行う

黒大豆 輪作体系を策定し団地化を行う

そば 輪作体系を策定し団地化を行う

地力増進作物（クリムソンクローバー、ヘイ
オーツ、緑肥用ひまわり）

輪作体系を策定し団地化を行う

非主食用米（加工用米・新市場開拓用米・
WCS用米・飼料用米）

輪作体系を策定し団地化を行う

小麦 輪作体系を策定し団地化を行う

土地利用型作物（うど、とうもろこし、大根、
かぶ、みつば、馬鈴薯（生食用）、かぼちゃ）

輪作体系を策定し団地化を行う

子実用とうもろこし 輪作体系を策定し団地化を行う


